
※このイラストは右利きの表現です。左右どちらで表現しても構いません。

聞こえない人は、音声で情報を得ることができません。
例えば、電車の遅延情報は、声のアナウンスだけでは
状況が把握できません。災害時に避難先での物資や食料
の配給があっても、音声のお知らせだけでは分かりま
せん。聞こえない人に正しく情報を届けるためには、紙に
書いたり、スマートフォンや携帯電話の画面に文字を
表示させたりするなど、音声の代わりとなる情報伝達
手段が必要です。

災害時など、
情報を伝えるためには？

情 報
開いた両手を外側に
向けて、５指をすぼめ
ながら2回耳に引き寄
せる。
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問い合わせ先

　相談は全て無料です��☎072-872-2181（代表）
※�年末年始、休・祝日で変更する場合がありますので、事前にご確認ください。� （市外局番：072）
相談種別 相談内容 とき 場所（担当課） 担当者

市民相談 市の仕事に関することで要望があると
き、相談に応じます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所市民相談室
（秘書広報課）
☎870-0403

市職員

行政相談
国の業務全般に関することで要望が
あったり、困っているとき、行政相談委
員が相談に応じます。

第2・4火曜日
午後1時30分～3時 行政相談委員

登記相談
土地の登記、境界の確認や分筆などに
ついて土地家屋調査士・司法書士が相
談に応じます（相続や売買による名義
変更、境界の画定など）。

第3火曜日
午後1時～3時（予約制）

司法書士
土地家屋調査士

法律相談
トラブルを抱え、解決方法に困ってい
るとき、弁護士・司法書士が相談に応じ
ます（相続、離婚、破産、交通事故など）。

水・木曜日
午後1時～4時（弁護士は午後4
時30分まで）
（予約制）

弁護士

司法書士

金曜日
午後6時（弁護士は午後5時30
分から）～9時
（予約制）

生涯学習センター
「アクロス」
（秘書広報課）
☎870-0403

弁護士

司法書士

不動産に関する
相談

不動産取引に関するトラブル、隣地と
の境界や草木による問題など不動産に
まつわる困り事に関して宅地建物取引
士が相談に応じます。

第1・3月曜日
午後1時～4時（予約制）

市役所市民相談室
（都市政策課）
☎870-0483

宅地建物取引士

女性の悩み
なんでも相談

女性のさまざまな悩みに関してフェミ
ニスト・カウンセラーが相談に応じま
す。

第1月・金曜日
午前10時～正午、午後1時～3時
第3水曜日　午後4時～8時
第3土曜日　午後1時～5時
（いずれも予約制）

生涯学習センター
「アクロス」
（人権室）
☎869-6505

フェミニスト・
カウンセラー

人権
なんでも相談

さまざまな人権侵害に関する人権問題
を人権擁護委員が相談に応じます。

第2・4金曜日　午後1時～3時
（予約制）※3日前まで

市役所
人権教育啓発センター
（人権室）
☎870-0441

人権擁護委員

生活相談
人権相談

生活上のさまざまな課題などを解決す
るために、相談者の立場に立った助言
対応をします。
人権相談では、人権侵害を受け、または
おそれのある相談者に対し、適切な助
言や情報提供を行い、解決できるよう
支援します。

月～金曜日　
午前9時～午後5時30分
（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（NPO法人ほうじょう）
☎876-2560

総合生活相談員
人権相談員

各種相談
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相談種別 相談内容 とき 場所（担当課） 担当者

総合相談
（生活・人権）

生活上のさまざまな課題などを解決す
るために、相談者の立場に立った助言
対応をします。
人権相談では、人権侵害を受け、または
おそれのある相談者に対し、適切な助
言や情報提供を行い、解決できるよう
支援します。

月～金曜日、第1・3土曜日　
午前9時～午後6時
（月・木曜日は午後8時まで）

野崎人権文化センター
（特定非営利活動法人大東
野崎人権協会）
☎879-8810

総合生活相談員
人権相談員

消費生活相談

消費者と事業者の間に生じた商品・
サービスや契約に関するトラブルなど
のご相談に対して、消費生活相談員が
公正な立場で解決に向けた助言などを
行っています。

市役所開庁日
午前9時～正午、
午後0時45分～5時

市役所
（消費生活センター）
☎870-0492

消費生活相談員

青少年活動相談
野外活動・体験活動実施のプログラ
ム、指導者派遣などの相談に応じます
（リーダーなどの派遣の依頼、野外活動
などに対する情報収集など）。

火・木・土曜日　午後7時～9時
（第2木曜日を除く）

NPO法人
大東市青少年協会
☎874-5165

青少年協会職員

教育相談
小・中学校の保護者・児童・生徒に対し
て困っていることや悩んでいることな
どの相談に応じます（不登校、いじめ、
友だち付き合い、子育てなど）。

水・金曜日
午前10時～午後2時
（長期休業期間・祝日を除く）

キッズプラザ
☎090-9840-9343
（事前連絡要）

教育相談員

進路選択等
教育支援相談

進路についての悩みごとに相談員が相
談に応じます（進学意欲があるにもか
かわらず、家庭事情や経済的な理由に
より進学を断念しなければならないと
いった悩みなど）。

月～金曜日　
午前9時～午後5時30分
（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（NPO法人ほうじょう）
☎876-2560

進路相談員
月～金曜日、第1・3土曜日
午前9時～午後6時
（月・木曜日は午後8時まで）

野崎人権文化センター
（特定非営利活動法人大東
野崎人権協会）
☎879-8810

就職困難者向け
相談
※ 就職のあっせ

んはできませ
ん

中途退学者や卒業後も未就職にある若
年者、障害者、ひとり親家庭の親、中高
年齢者などの中で働く意欲がありなが
ら、さまざまな要因により就労できな
い人の就労の相談や、就職に当たって
の情報提供を行っています。

月～金曜日
午前10時～正午・午後1時～6時
（予約制）

ワークサポート大東
（地域就労支援センター）
☎870-5370

就労支援
コーディネーター

月～金曜日
午前9時～午後5時30分
（火・金曜日は午後8時30分まで）

北条人権文化センター
（北条地域就労支援センター）
☎877-5050

月～金曜日、第1・3土曜日
午前9時～午後6時
（月・木曜日は午後8時まで）

野崎人権文化センター
（野崎地域就労支援センター）
☎879-1818

中小企業融資
相談・労働相談

事業資金（運転資金・設備資金）が必要
な場合や労働問題について相談に応じ
ます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（産業経済室）
☎870-4013 市職員

ビジネスに
関する相談・
創業相談

売上向上、新規事業立ち上げ、創業など
ビジネスに関する悩みやチャレンジに
寄り添い、その解決・実現に向けて親身
にサポートします。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

大東ビジネス創造センター
D-Biz
☎870-9061

企業支援相談員

納税相談

災害・病気・事業の休廃止などにより納
期限内に税金などを納めることができ
ない場合に相談に応じます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（納税債権課）
☎870-0421

市職員
納付相談

（国民健康保険
料・介護保険料・
後期高齢者医療
保険料）

市役所（保険収納課）
☎870-9619

身体障害者（児）
相談 障害者（児）の身近な問題について障害

者相談員が相談に応じます。 第1土曜日　午前10時～正午
（1月、5月を除く）

総合福祉センター
（障害福祉課）
☎870-9630

身体障害者
相談員

知的障害者（児）
相談

知的障害者
相談員

精神障害者相談
「心の相談」

障害者本人または家族からの日常生活
上の問題について相談に応じます。

精神障害者
相談員
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問い合わせ先

相談種別 相談内容 とき 場所（担当課） 担当者

障害者総合相談

障害者（児）が自立した日常生活または
社会生活を営むことができるよう、障
害者本人またはその家族からの相談に
応じ、必要な情報提供や権利擁護のた
めに必要な援助を行います。

月～金曜日
午前9時～午後5時30分

大東市基幹相談支援センター
☎803-8536

相談員

精神障害者相談 月～金曜日
午前9時～午後6時

のぞみ相談支援センター
☎872-7199�ＦＡＸ395-1810

身体障害者相談 月～金曜日
午前9時～午後5時30分

大東市障害者生活支援センター
☎806-1331�ＦＡＸ806-1333

知的障害者相談 月～金曜日
午前9時～午後6時

相談支援センターあおぞら
☎875-3969�ＦＡＸ800-6051

障害児相談 月～金曜日
午前9時～午後5時30分

大東市障害者生活支援センター
☎803-8536�ＦＡＸ803-8537

ひとり親家庭
相談

ひとり親家庭の母または父や寡婦に対
し、その自立に必要な情報提供を行う
とともに求職活動に関する相談に応じ
ます。離婚前相談も行っています。

市役所開庁日
午前9時～午後5時（予約制）

市役所
（こども家庭室）
☎870-9655

母子・父子
自立支援員

家庭児童相談
育児不安・ことばの発達など児童に関
する相談について専門の相談員が応じ
ます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

ネウボランドだいとう
☎874-2766・2767

助産師、
保育士、
スクールソー
シャルワーカー、
心理士

子育て相談

子育ての悩みについて保育士などが相
談に応じます（子育てには、不安や悩み
がつきものです。しつけ・遊び・健康・食
事・成長など、どんなことでも気軽に相
談してください）。

保育所開所日
（平日）午前10時～午後4時
（土曜日）午前10時～正午

南郷保育所
☎872-7327

保育士

北条こども園
☎876-5237
野崎保育所
☎876-5630

センター開所日
午前9時～午後5時（月～土曜日）

四条子育て支援センター
☎876-7510

センター開所日
午前9時～午後5時
（電話は午後8時まで）
（月～土曜日）

キッズプラザ
☎874-8800

センター開所日
午前9時～午後5時
（電話は午後8時まで）
（月～土曜日）

南郷子育て支援センター
☎872-0013

介護保険に
関する相談

介護保険制度の内容、介護認定の申請
などに関する相談に応じます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（高齢介護室）
☎870-9628 市職員

住宅改造相談 障害等により住まいでの不便・不自由
を感じている人の相談に応じます

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（高齢介護室）
☎870-0513 作業療法士

栄養相談（成人）
生活習慣病予防などを中心に健康に関
する相談に応じます。

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分（予約制）

すこやかセンター
（保健医療福祉センター）
（地域保健課）
☎874-9500

管理栄養士

健康相談（成人） 保健師

高齢者総合相談 高齢者の介護、福祉、健康、医療などの
相談に応じます（詳しくはお問い合わ
せいただくか、50ページをご覧くださ
い）。

月～土曜日
午前9時～午後5時30分

大東市地域包括支援センター
☎800-5374

主任ケアマネジャー、
社会福祉士、
保健師など

高齢者暮らし
相談

市役所開庁日
午前9時～午後5時30分

市役所（高齢介護室）
☎870-0513

市職員
（保健師・社会福
祉士など）
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※内容は年度などにより変更される場合がありますので、詳しくは各担当課などへお問い合わせください

相談種別 とき 場所 担当者
府政に関する相談・
お問い合わせ 月～金曜日　午前9時～午後6時 大阪府庁府民お問合せセンター

☎06-6910-8001
府民お問合せ
センター担当者

法的トラブルに関する
お問い合わせ

月～土曜日
午前10時15分～午後3時20分

日本司法支援センター大阪地方事務所（法テラス大阪）
☎050-3383-5425
大阪市北区西天満一丁目12-5�大阪弁護士会館地下1階

窓口対応専門職
員など

遺言書作成・相続問題
の相談（電話）

月～金曜日　午前10時～正午
　　　　　　午後1時～4時30分

大阪弁護士会　遺言・相続センター
☎06-6364-1205　初回20分間のみ無料 弁護士

相続登録手続きの相談
（電話） 火曜日　午後1時30分～4時30分 大阪司法書士会　相続登記手続相談センター

☎06-6946-0660 司法書士

交通事故の相談 月～金曜日　午前10時～正午
　　　　　　午後1時～4時

（公財）日弁連交通事故相談センター　☎06-6364-8289
（午前9時30分～正午・午後1時～午後5時）
大阪市北区西天満一丁目12-5大阪弁護士会館内

弁護士

児童虐待の通告
月～金曜日　午前9時～午後5時45分 大阪府中央子ども家庭センター　☎072-828-0161

専門員月～金曜日　午後5時45分～翌午前
9時、土・日曜日・祝日・年末年始 大阪府中央子ども家庭センター　☎072-295-8737

◆大阪府・国などが開設している相談窓口
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問い合わせ先

施設案内
公共施設予約システム
　自宅や施設に設置されたパソコンやスマートフォンから、
インターネットで公共施設の空き状況の確認や予約の申し
込みができるシステムです。
�パソコン、スマートフォン共通

（https://k4.p-kashikan.jp/daito-city/
index.php）
利用時間
　24時間

◆利用者登録（ID登録）
　空き状況の確認はどなたでもご利用いただけますが、施設
を予約するには利用者登録が必要です。

　利用を希望する施設に備え付けの「登録申請書」（団体の場
合は「団体構成員名簿」もあわせて）に記入し、窓口に提出し
てください。なお、登録の際には本人確認ができる書類を持
参してください。オンライン申請も可能です。

◆予約スケジュール
　予約開始日や予約方法、使用料の支払い期間等は施設に
よって異なりますので、各施設の窓口までお問い合わせくだ
さい。
1次受付（抽選）

登録方法

2次受付（先着）
2次予約（先着）の開始日が施設の休館日の場合は、翌開館日が開始日となります。

※１　部屋によって異なります。施設へお問い合わせください。

施設名 受付開始日 受付期間 抽選日
市民会館 6か月前

受付開始月
の1～6日

受付開始
月の7日

アクロス

3か月前
文化情報センター
まなび北新
まなび南郷
ふれあいルーム
文化ホール ※1
市立公民館 抽選予約はありません野崎まいり公園
野外活動センター 6か月前

受付開始月
の1～6日

受付開始
月の7日

市民体育館
3か月前テニスコート

龍間運動広場
市内小学校グラウンド
（土・日・祝日） 2か月前
市内小中学校体育館・グラ
ウンド

1か月前住道中学校（夜間照明）
深野中学校（夜間照明）
四条中学校（夜間照明）
四条体育館・グラウンド

3か月前北条体育館・グラウンド
北条コミュニティセン
ター（地域福祉交流ルーム）
中垣内浜公園

1か月前
大東公園
大東中央公園
南郷公園
東諸福公園

※２　部屋によって異なります。施設へお問い合わせください。

◆操作方法について
　システムの利用方法・操作方法についてはご利用の施設へ
お問い合わせください。

総合文化センター
新町13-30

寝屋川
住道駅

末広公園住道
中学校

アクロス
府営
末広住宅住道南

小学校

総合福祉
センター 総合文化

センター

諸福中垣内線
消防署

八
尾
枚
方
線

N

◆�文化ホール（サーティホール）総合文化センター内
� ☎873-0030　ＦＡＸ873-0119
　「教育と文化のまち」の拠点として重要な役割を担う施設です。

大ホール 多目的小ホールリハーサル室
開館時間 午前9時～午後10時

施設名 受付開始日 受付期間
システム 窓口

市民会館 6か月前 受付開始月
の15日～
利用日の8
日前

利用日の
7日前～

アクロス、文化情報セン
ター、まなび北新、まなび
南郷、ふれあいルーム

3か月前

文化ホール ※2

市立公民館 3か月前
受付開始月
の1日～利用
日の8日前

利用日の
7日前～

野崎まいり公園 2か月前
受付開始月
の1日～利用
日の7日前

利用日の
6日前～

野外活動センター 6か月前
受付開始月
の15日～利
用日の前日

利用日の
当日

市民体育館、テニスコー
ト、龍間運動広場 3か月前

受付開始月
の15日～
利用日の8
日前

利用日の
7日前～

市内小学校グラウンド
（土・日・祝日） 2か月前

市内小中学校体育館・グラウンド

1か月前住道中学校（夜間照明）
深野中学校（夜間照明）
四条中学校（夜間照明）
四条体育館・グラウンド

3か月前北条体育館・グラウンド
北条コミュニティセンター
（地域福祉交流ルーム）
中垣内浜公園、大東公園、大東中
央公園、南郷公園、東諸福公園 1か月前 受付開始月の12日～

利用日当日
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